
   

令和６年４月１０日 

 

三次市地産地消の店認定式の開催について 

 

地産地消を推進するため、三次産の農畜産物を積極的に使用している飲食店を

「三次市地産地消の店」として認定しています。 

現在認定している３６店舗に加えて、新たに１店舗を認定しましたので、次のとおり

認定式を開催します。 

  

 

１ 日時 令和６年４月１８日（木）１６時００分から 

 

２ 場所 三次市役所本館３階 会議室 

 

３ 内容 新規認定店への認定証及び認定プレートの授与 

      

     （認定店） 

      マッ・サラン（味・舎廊）（粟屋町２２９６－１） 
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